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京都市観光バス路上滞留対策ネットワーク会議 
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令和６年度 春の観光課題対策（道路の混雑対策） 
～観光バス路上滞留解消に向けた啓発看板の設置～ 

 

観光バス路上混雑対策ネットワーク会議では、関係機関との連携の下、市民生活と調和・両立した持

続可能な京都観光の実現に向けた取組を進めています。 

 この度、春の観光シーズンに向けた観光課題対策として、観光バス路上滞留に係る啓発看板を設置し

ますので、お知らせします。 

 

１ 事業概要 

 観光バスの路上滞留状況の実態把握等を目的とした市内全域を対象とした巡回調査や市民の皆様か

ら御提供いただいた情報（観光バスの路上滞留の実態把握に関する協力依頼について（令和６年６月 7

日発出））等を踏まえ、観光バスの路上滞留が多い以下エリアを中心に、新たに観光バスの啓発看板を

計２０枚設置します。 

 

２ 設置場所 

区 域 設置場所 設置数 

北区 
北大路通（西大路通～千本通） １枚 

平野神社周辺 １枚 

上京区 千本丸太町付近 １枚 

左京区 

丸太町通（河原町通～白川通） ２枚 

仁王門神宮道周辺 ２枚 

平安神宮周辺 １枚 

中京区 堀川通（丸太町～七条通） １枚 

東山区 
豊国神社周辺 ２枚 

東福寺周辺 ２枚 

下京区 京都市立芸術大学周辺 １枚 

南区 河原町・烏丸九条周辺 ４枚 

右京区 丸太町通清滝道周辺 １枚 

伏見区 伏見稲荷周辺 １枚 

＜報道発表資料＞ 

啓発看板板面 



 

３ 設置日 

令和７年３月１９日（水）から順次設置 

 

４ その他 

観光バスの路上滞留防止を目的として、平成２９年度から路上滞留発生場所に計３２枚の啓発看板

を設置し、老朽化・破損に伴う置換設置を実施しています。 

 
【参 考】京都市の観光バス路上滞留対策 

取組１ 観光バスに対する現地啓発活動 
○ 実施日時 

① 秋の観光シーズン（計８日間） 
令和６年１１月１６日（土）、１７日（日）、２３日（土祝）、２４日（日）、３０日（土）、 

１２月 １日（日）、７日（土）及び８日（日） 
 

 ② 春節期間（計５日間） 
令和７年１月２５日（土）、２６日（日）、２９日（水）、２月１日（土）、２月２日（日） 
 

○ 啓発場所（計７エリア） 
① 御池通（堀川通～川端通）  

 ② 五条通（川端通～東大路通） 

 ③ 烏丸通（御池通～五条通） 

 ④ 仁王門神宮道周辺及び知恩院付近 

 ⑤ 河原町通（八条通～九条通）及び九条烏丸周辺 

 ⑥ 豊国神社周辺及び京都市立芸術大学周辺 

 ⑦ 堀川七条周辺及び東本願寺周辺 

 ※ 観光バスの路上滞留状況の実態把握等を目的とした 

市内全域を対象とした巡回調査や市民の 

皆様から御提供いただいた情報等を踏まえ、啓発箇所を選定 

 

○ 活動内容 

  各啓発地点に啓発誘導員を配置のうえ、観光バスの路上滞留状況等の情報収集や、乗務員に対して 

啓発チラシの配布及び駐車場への誘導を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○ 啓発結果 
① 秋の観光シーズン 

  ・ 計７エリアのうち、啓発件数が最も多かったのは、「九条烏丸・河原町通（とりわけ烏丸九条交 
差点南西）」となり、次いで主要幹線道路（五条通・御池通・烏丸通の順）でした。 

・ また、主要幹線道路における昨年度同期比の１日平均啓発件数については、それぞれ「御池通
は▲５９％」、「烏丸通は▲６％」、「五条通は▲３０％」となり、路上滞留が減少しました。 

 ※ 令和５年度では計３エリア（御池通・烏丸通・五条通）で現地啓発活動を実施したため、他 
４エリアの比較が困難 

 
 
  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 春節期間 
  ・ 計７エリアのうち、啓発件数が最も多かったのは、「神宮道・知恩院」となり、主要幹線道路（五 

条通・御池通・烏丸通）も上位を占めました。 
・ また、主要幹線道路（御池通・烏丸通・五条通）における昨年度同期比の１日平均啓発件数に 
 ついては、令和５年同期比で減少しました。 
 ※ 令和５年度では計３エリア（御池通・烏丸通・五条通）で現地啓発活動を実施したため、他 

４エリアの比較が困難 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

【啓発件数（エリア別）】 

【参考】令和５年同期比 

【啓発件数（エリア別）】 

【参考】令和５年同期比 



 

取組 2 悪質な事業者に対する警告文 

 秋の観光シーズンの現地啓発において、⾧時間の路上滞留が複数回散見された観光バス事業者（計 

68 社）とそのバス運行の発注元旅行事業者（計 8 社）に警告文を発出しました。 

 

取組 3 観光バス路上混雑対策ネットワーク会議の開催 

 ・ 訪日外国人観光客の増加等に伴い、観光バスの路上滞留による混雑等が顕在化したことを受け、 

平成２８年度に観光関連事業者や関係行政機関で構成する「観光バス路上混雑対策ネットワーク会 

議」を設立しています。 

 ・ 令和６年度においては計３回実施しており、関係事業者との情報交換等を行いました。 

 【観光バス路上混雑対策ネットワーク会議構成員】 

   京都市、近畿運輸局京都運輸支局、近畿地方整備局京都国道事務所、京都府バス協会、日本旅行

業協会、全国旅行業協会、京都市都市整備公社、タイムズ２４株式会社及び京都府警察 

 
     
＜お問合せ先＞ 

京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 
電話：０７５－７４６－２２５５ 

 


